
（2）漁業就
②男女別・年齢階層

単位：人 各年11月1日現在 単位：人

15～19歳

平成 20 年 6,505            3,016            - 3,489        6,505         6,140     45         

25 5,750            2,701            - 3,049        5,750         5,441     42         

30 4,814            2,073            168                2,573        4,814         4,635      27         

686              111              45                  530           686            680        2           

718              446              14                  258           718            691        1           

555              150              39                  366           555            547        5           

128              80                2                   46            128            123        3           

174              89                4                   81            174            169        -           

142              45                - 97            142            141        -           

210              82                13                  115           210            210        1           

662              43                26                  593           662            660        9           

x x x x x x x

x x x x x x x

227              175              3                   49            227            205        2           

235              169              1                   65            235            201        1           

45                39                4                   2              45             43          -           

230              118              4                   108           230            223        2           

181              90                5                   86            181            170        1           

64                57                - 7              64             59          -           

47                25                3                   19            47             44          -           

124              118              1                   5              124            115        -           

46                46                - - 46             46          -           

170              140              4                   26            170            145        -           

147              29                - 118           147            141        -           

注）平成30年調査において「漁業雇われ」から「漁業従事役員」を分離して新たに調査項目として設定しており、

　　平成20年値及び平成25年値は「漁業雇われ」に「漁業従事役員」を含んでいる。
　　「個人経営体の自家漁業のみ」とは、自家漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう。
　　「漁業従事役員」とは、団体経営における責任のある者をいい、経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者をいう。

資料　統計調査課「2018年漁業センサス結果報告書」

①自営・雇われ別漁業就業者数

区分 総数
個人経営体の
自家漁業のみ

漁業従事役員
（団体経営体の
責任のある者）

漁業
雇われ

計 男

静 岡 市

浜 松 市

沼 津 市

熱 海 市

伊 東 市

富 士 市

磐 田 市

焼 津 市

掛 川 市

袋 井 市

下 田 市

湖 西 市

伊 豆 市

御 前 崎 市

吉 田 町

牧 之 原 市

東 伊 豆 町

河 津 町

南 伊 豆 町

松 崎 町

西 伊 豆 町



業者数
別漁業就業者数

各年11月1日現在

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

179        281        264        329        377        451        539        713        811        2,151     365        

144        275        338        328        380        408        449        472        740        1,865     309        

138        211        305        364        353        369        374        391        489        1,614     179        

13         33         58         102        62         77         50         57         54         172       6           

12         40         61         50         58         49         47         62         78         233       27          

33         39         42         42         43         39         40         44         53         167       8           

5           6           8           7           9           7           16         10         9           43         5           

-           2           10         13         10         18         21         21         11         63         5           

-           1           5           17         3           7           15         19         21         53         1           

4           6           11         18         30         20         15         14         29         62         -           

38         35         50         51         53         58         77         59         87         143       2           

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

5           7           13         8           14         15         22         21         21         77         22          

2           14         15         13         24         21         11         12         26         62         34          

-           3           1           -           1           3           2           5           3           25         2           

11         6           2           9           15         14         13         15         22         114       7           

5           6           17         9           9           12         6           10         19         76         11          

-           2           1           8           3           5           7           3           5           25         5           

-           5           2           3           3           5           5           7           1           13         3           

1           3           3           3           5           8           7           11         16         58         9           

-           -           -           -           -           2           3           3           3           35         -           

4           2           1           2           4           4           7           10         12         99         25          

5           1           4           9           6           4           7           5           19         81         6           

　　「個人経営体の自家漁業のみ」とは、自家漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう。

男
女


